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１　社会資本形成の世代間負担比率

算式：

＝ ÷ ×

＝ ÷ ×

適正値：

：

：

年度毎の比較： （単位：百万円）

※地方債残高には、公共資産形成以外にも発行した分が含まれているため、合計100％になりません。

210,953 78.9%

社会資本形成の過去及び現世代負担比率（%） 純資産合計 100

100

金額 比率 比率

H22

地方債残高

公共資産合計

28.9% 75,283 28.1%

H24

金額
項 目

H21

100.0%

比率
267,482274,872 100.0% 271,518 100.0%100.0%

金額 比率 金額

78,268 28.5% 76,619 28.2%

純資産合計

82,746 29.6%

財務書類（普通会計）の分析

公共資産合計

公共資産合計

213,166 77.6% 211,420 217,811 80.4%77.9%

H23

社会資本形成の将来世代負担比率（%） 地方債残高

210,165 75.2%

277,539

211,361

　社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見ることにより、これま
での世代（過去及び現世代）によって既に負担された割合を見ることができます。
　また地方債に着目すれば、将来返済しなければならない、今後の世代（将来世代）によって負
担する割合を見ることができます。

　公共資産のうち約8割が過去及び現世代によって負担され、2割強が将来世代によって負担され
ていることがわかります。つまり2割強は負担を後回しにしていることになります。
　経年で見てみると、将来世代負担比率は年々減少傾向にあるため、負担の先送りをある程度抑
えていることがわかります。これは、プライマリーバランスを意識した財政運営によるもので、
将来世代の負担とならない形での計画的な資産形成がなされているといえます。

75,814 28.0%

15%～40%

50%～90%社会資本形成の過去及び現世代負担比率

80,175

76.2%

比率

社会資本形成の将来世代負担比率

H25

金額比率
279,648 100.0% 270,743 100.0%

H20

金額

75.2 76.2
77.6 77.9

78.9 80.4

30.2 28.9 28.5 28.2 28.1 28.0
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100.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25

社会資本形成の世代間負担比率

過去及び現世代負担比率 将来世代負担比率
（%）



２　歳入額対資産比率

算式：

＝ ÷

適正値：

：

年度毎の比較： （単位：百万円・年）

　歳入総額の大幅減により歳入額対資産比率が上昇した平成24年度に比べ、平成25年度は
歳入総額が大きく増加したため歳入額対資産比率は減少することとなりました。歳入のう
ち資産形成に充当している割合が再び減少したことがわかります。

4.23 3.81

資産合計

4.07 4.28

歳入額対資産比率（年）

301,403

資産合計

68,882

H21

305,404 305,202

項目

歳入総額

3.88歳入額対資産比率 4.46

299,449

　歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、形成されたストックである資産は
何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。この比率が高いほど、社会資本の整
備が進んでいるといえますが、その一方で将来的には維持管理費等が増大していくともい
えます。

72,202 75,077 79,046

H20

歳入総額

H25H22

3.0年～7.0年歳入額対資産比率

H23

306,311307,412

H24
69,915 78,947

4.46
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4.28
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歳入額対資産比率（年）



3　資産に対する流動資産比率

算式：

＝ ÷ × 100

年度毎の比較： （単位：百万円）
H25

306,311

12,602

4.1%

H24
299,449

11,597

3.9%

資産に対する流動資産比率

　流動資産とは、現金又はそれに類するもので、おおむね一年以内に現金化することが容
易な資産のことをいいます。反対に、公共資産とは、現金化が容易ではない資産のことを
いいます。不用な公有財産等を売却することで公共資産が流動資産に振り替えられること
により、将来の需要に備えることができるようになります。

11,050 11,069

H22 H23項目 H20
307,412

9,707

3.2%

　有形固定資産の減価償却等により減少傾向にあった資産額は今回増加に転じました。こ
れは、クリーンセンター建設事業等による有形固定資産の増によるものです。
　流動資産額については、減債基金、歳計現金の増等により増加傾向にあります。
　結果として、平成20年度と比較すると、資産に対する流動資産比率は3.2%から4.1%に増
加しました。

資産合計

流動資産合計

流動資産比率

305,404

9,550

流動資産合計 資産合計

305,202

H21

3.7%3.6%3.1%

301,403

297,705 295,854 294,151 294,152 287,852
293,709

8,096 9,550 9,550
11,050 11,069

12,602

200,000

300,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25

資産に対する流動資産比率

流動資産額

その他資産額

（百万円）



4　純資産比率

算式：

＝ ÷ × 100

年度毎の比較： （単位：百万円）

負債・純資産合計

H25
306,311

217,811

71.1%

210,953

70.4%

H22H20
307,412

H21 H24
299,449

　地方債の計画的な償還に伴う負債の減少により、純資産比率は毎年増加しています。

305,405

211,361

68.4% 69.2% 69.8%

純資産額

純資産比率

211,420210,165

　地方公共団体は、地方債の発行を通じて、将来世代と現世代の負担の配分を行います。
したがって、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意
味します。例えば、純資産の減少は、現世代が将来世代にとっても利用可能であった資源
を費消して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意味し、逆に、
純資産の増加は、現世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したもの
といえます。

純資産比率 負債・純資産合計

70.1%

305,202 301,403

213,166

純資産合計

H23項目

68.4

69.2

69.8

70.1
70.4

71.1

67.0

67.5

68.0

68.5

69.0

69.5

70.0

70.5

71.0

71.5

72.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25

純資産比率

（%）



5　有形固定資産の行政目的別割合

年度毎の比較： （単位：百万円）

　貸借対照表に計上された有形固定資産の行政目的別割合をみることにより、行政分野ごとの公共資産形成
の比重を把握することができます。

　有形固定資産とは、原則として公有財産のうち不動産、動産及びそれらの従物を指します。平成25年度に
おける本市の有形固定資産の行政目的別の割合は、生活インフラ・国土保全が53.0％で最も大きく、次いで
教育が19.4％、産業振興が8.9％と続いています。
　経年比較については、これまで年々減少してきた有形固定資産額が増加に転じました。これは有形固定資
産の減価償却額に比べて投資額が多くなったことが原因です。
　次に、割合の推移を見てみると、環境衛生において有形固定資産額、比率ともに増加していることがわか
ります。クリーンセンター建設事業、健康医療ゾーン整備事業等、環境衛生分野に重点を置いた投資を行っ
たことがわかります。

4,062 1.5%

19,288 7.1%

270,711 100.0%

5,134 1.9%

21,966 8.1%

24,182 8.9%

H25

資産額 割合
143,545 53.0%

52,534 19.4%

割合 資産額 割合

50,023 18.0% 50,847 18.5% 19.1%

54.0%

H23H22

資産額 割合 資産額

9.8%

5,980

H21

5,729 2.1%

6.1%

148,704 54.1%

16,601

2.2%

16,94817,401

6,211

146,637

5,817 2.1%

18,104

152,312

1.2%

27,887 10.1% 26,480

51,936

3,646

6.2%

20,508 7.4% 21,085 7.7%

6.3%

29,195 10.5%

3,426 1.2% 3,379

20,466

1.3%

7.5%

H20

資産額

49,796 17.8%

20,141 7.2%

2.2%

277,487 100.0% 274,830 100.0% 271,495 100.0%279,575 100.0%有形固定資産合計

⑦総務

⑥消防

⑤産業振興 30,004 10.7%

④環境衛生

③福祉

3,401 1.2%

②教育

①生活インフラ・国土保全

6.5%

行政目的
H24

資産額 割合
144,711 54.1%

割合
54.5% 150,723 54.3%

52,129 19.5%

5,423 2.0%

16,476 6.2%

267,443 100.0%

25,177 9.4%

3,643 1.4%

19,884 7.4%

①生活インフラ・国土

保全, 53.0%

②教育, 19.4%

③福祉, 1.9%

④環境衛生, 8.1%

⑤産業振興, 8.9%

⑥消防, 1.5%

⑦総務, 7.1%

有形固定資産の行政目的別割合



6　資産老朽化比率

算式：

＝ ÷ ×

適正値：

：

年度毎の比較： （単位：百万円）

有形固定資産の種類による比較（H25）： （単位：百万円）

その他

④環境衛生

⑤産業振興

⑥消防

418,360

その他 14,042

有形固定資産合計

資産老朽化比率 35%～50%

6,785

22,862

8,820

67,214

4,876

農林水産業

商工

庁舎等

⑦総務

12.5%

3,505

48.0%

52,926

1,454

2,446

8,239

庁舎等

その他

清掃

保健衛生

その他

労働

その他

2

小学校

都市計画

②教育
30,794

19,900

154

456

75,768

7,453中学校

幼稚園

社会教育

大学

③福祉

保育所

資産老朽化比率（%）

橋梁

河川

砂防

住宅

その他

道路

①生活インフラ・国土保全

減価償却累計額

行政目的
H23

償却資産取得累計額

26,91773,885

①生活インフラ・国土保全

H24

100

193,617

H25
減価償却累計額 減価償却累計額取得額

90,994 47.0%

比率
86,833191,027 45.5%

取得額 比率 減価償却累計額取得額 比率
82,702189,223 43.7%

36.4% 28,39575,768 37.5%

③福祉 6,56010,835 60.5% 6,88710,855 63.4% 7,20910,888 66.2%

④環境衛生 18,15532,300 56.2% 19,21233,231 57.8% 20,30439,772 51.1%

⑤産業振興 49,82966,449 75.0% 51,44166,751 77.1% 52,92667,214 78.7%

⑥消防 5,6177,395 76.0% 5,8477,606 76.9% 6,0778,239 73.8%

⑦総務 9,03122,659 39.9% 9,720 45.5%

401,109 49.2% 206,857

193,617

51.1%

減価償却累計額

75,189

10,41122,862

33,479

10,888

16

7,209

81

15,725

28,395

197,367

16,089 6,180

42.7%

406,121 50.9%

29,391

870

11,174

8,815

1,959

55,020

11,935

1,743

9,145

39,772

32,450

259

453

②教育 25,47372,248 35.3%

取得額

22,766

有形固定資産
90,994

有形固定資産合計

　有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を計
算することにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているかを全体と
して把握することができます。

38,407

68

2,033

27

81,205

51.7%216,316418,360

5,349

1,222

5,987

20,304

15,569

236

1,478

3,257

5,798

216,316

資産老朽化比率

47.0%

41.2%

44.4%

38.0%

39.7%

53.5%

44,894

4,613

7,796

6,077

469

5,608

65.3%

32.3%

73.8%

52.3%

10,411

99.3%

37.5%

36.3%

37.5%

52.6%

82.7%

60.4%

39.8%

38.4%

66.8%

41.3%

51.7%

66.2%

70.1%

65.5%

51.1%

81.6%

45.5%

78.7%

91.1%



7　地方債の償還可能年数

算式：

＝

÷

適正値：

：

年度毎の比較： （単位：百万円、年）

経常的収支額
6.5

　積極的な繰上償還を行うことにより地方債残高は減少傾向にあります。平成23年度は経
常的収支額が減少したことにより償還可能年数が増加しましたが、平成24年度以降は、国
県補助金等の増等により経常的収支額が増加したことで償還可能年数は減少しています。

地方債の償還可能年数 3年～9年

地方債の償却可能年数

80,175

H24
75,283

11,001

H23

6.8

H25
75,814

12,802

5.96.1 6.1 8.4

H22H20

13,045 12,729

78,268 76,619

12,774

　経年比較すると、毎年の減価償却により老朽化が進んでいることがわかります。
　行政目的別に比較すると、⑤産業振興、⑥消防の老朽化比率は非常に高くなっていま
す。一般的に老朽化比率が高いと、維持補修費等がかかるため、資産の延命化や施設の必
要性の見直しなどを図る必要があります。

経常的収支額（地方債発行額及び基金取崩額を除く。）

項目 H21

9,111

地方債残高等

地方債の償還可能年数（年）

地方債残高等

　地方債を経常的に確保できる資金で返済した場合に何年で返済できるかを表す指標で、
借金の多寡や債務返済能力を測る指標です。安定的に返済を行う必要があることから、返
済原資としては経常的に確保できる資金である必要があります。

82,746

8.6

6.1 6.1

8.4

6.8

5.9

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25

地方債の償還可能年数
（年）



8　有形固定資産の更新資金の手当率

算式：
＝ ÷

※手許資金：歳計現金＋財政調整基金＋減債基金＋その他特定目的基金

年度毎の比較： (単位：百万円)

減価償却累計額

減価償却累計額 168,915 178,384

Ｈ25

13.2% 12.5% 13.6%

項目 H20

　有形固定資産の老朽化における更新に必要な資金の保有率を示します。この割合を示すこ
とで、市が所有する施設の建替えに際してどのくらいの資金的な備えがあるのかがわかりま
す。

187,872 197,367

有形固定資産更新資金手当率（%） 手許資金

H21 Ｈ22 Ｈ24
27,194

206,857

　平成25年度は、平成24年度に比べて基金残高が増加したことにより、手許資金が増加
しています。その結果、有形固定資産の更新資金の手当率は好転しています。
　ただし、将来の改修・改築需要に対して十分対応できる資金額ではありませんので、
今後一層の改善が求められます。

手許資金 22,242 22,265 25,606 25,161

14.3%

30,893

216,300

有形固定資産更新資金手当率 13.1%

Ｈ23

12.7%

13.2 12.5

13.6
12.7

13.1

14.3

0.0

10.0

20.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25

有形固定資産の更新資金の手当率

（%）



9　市民一人当たり人件費・物件費等

算式：

＝ ÷

適正値：

：

前年度との比較： (単位：円)

住民基本台帳人口人件費・物件費等

都市で200,000円～500,000円

329,064

7,430

163,466

15,153

317,612

6,513

9,004

6,802

344,327

その他のコスト
(公債費の支払利子など)

　使用料・手数料

18,080

　発生主義で計上した人件費・物件費等の額を次式により市民一人当たり人件費・物件費等と
して算定することにより地方公共団体の経常的な行政活動に係る効率性を測定することができ
ます。また、この指標を類似団体と比較することで、当該団体の効率性の評価が可能になりま
す。

移転支出的なコスト
(社会保障給付や補助金など)

物にかかるコスト
(物件費、維持補修費や減価償却費)

市民一人当たり人件費・物件費等

H22

市民一人当たり経常行政コスト

101,644

149,718

項 目

325,823

342,300

10,114

経常行政コスト合計

16,477経常収益合計

　分担金・負担金・寄付金 8,351

事業に対する受益者負担

99,133

74,819

8,645

6,363

H21

69,760

98,683

169,649

332,765

　平成25年度は平成24年度と比較して、一人当たりの「人にかかるコスト」が3,245円減少し
ています。これは平成25年度の人件費が減少したことによります。
　「物にかかるコスト」については、平成24年度に比べて一人当たり215円の減とほぼ横ばい
となっています。
　また、「移転支出的なコスト」については、健康医療ゾーン整備事業費補助金等が増加した
ことにより一人当たり6,248円増加しています。
　全体的にみると前年度と比べてコストが2,128円増加しています。
　コストについては、｢大きいから悪い｣「小さいから良い」というものではありません。コス
トが大きすぎると行政活動に無駄が生じている可能性が考えられます。一方、コストが小さす
ぎると、市民に対して十分なサービスが提供できていない可能性が考えられます。費用対効果
を考え、最適なコスト管理を行う必要があります。

人にかかるコスト
(人件費や退職手当引当金繰入など)

9,095

15,517

328,810

H20

(差引)純経常行政コスト

67,350

H23 H24 H25 - H24

68,315 66,300 △ 3,245

H25

63,055

104,407 103,899 △ 215

184,251 168,705 6,248

103,684

174,953

7,297 6,112 △ 660

364,270 345,016 2,128

5,452

347,144

6,349 6,294 △ 1476,147

348,392 329,266 △ 202

9,529 9,456 2,477

15,878 15,750 2,330

11,933
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適正値：
：

：

年度毎の比較： (単位：千円)

　貸借対照表や行政コスト計算書自体では、団体の人口規模等により単純な他団体比較が
困難ですが、各項目を市民一人当たりで算出することにより、他団体と単純比較が可能に
なります。また、公表することで、より実感の持てる数値として、理解しやすい資料にな
ります。

市民一人当たりの資産

市民一人当たりの負債

市民一人当たりの純資産

H23

1,233

1,781

都市で1,000千円～3,000千円

都市で　300千円～1,000千円　

項 目

　市民一人当たりの資産額は、公共資産への投資の増等により増加しました。
　負債額については、全体の負債額がほぼ横ばいであるのに対し、住民基本台帳人口が減
少していることから、平成24年度に比べて2千円の増となっております。

548

H22

1,247

1,770

H25
1,809

523

1,286

529

市民一人当たりの資産額

市民一人当たりの負債額

H21H20 H24
1,762

521

1,241

1,792

567

1,228

538

1,241

1,785

1,799
1,781

1,785
1,770

1,762

1,809

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

H20 H21 H22 H23 H24 H25

市民一人当たり資産の推移（千円）

583

548

538
529

521 523

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

H20 H21 H22 H23 H24 H25

市民一人当たり負債の推移（千円）


